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賃借物の全部滅失 

【問】 正誤をつけよ。 

建物の賃貸借において、期間満了前に当該建物が第三者の放火により全部滅失したときは、

当該賃貸借は終了する。 

 

 

 

≪ポイント≫ 賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了 

賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、

賃貸借は、これによって終了する。 

 

 

【答え】 正しい 

 

 

 

≪補足≫ 民法 賃借物の存続期間 

賃貸借の存続期間は、50 年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたとき

であっても、その期間は、50 年とする。 

 

 


